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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び 

業務の対応について（周知） 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた工事及び業務の対応につい

ては、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及

び業務の対応について」（令和２年６月８日付・日行連発第２２６号）等にてお

知らせしたところですが、今般、国土交通省より、令和３年１月７日に、１都３

県（埼玉県、千葉県、神奈川県）を対象として、内閣総理大臣より新型インフル

エンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が行われたことを踏まえ、施工

中の工事等における感染拡大防止措置や、「建設業における新型コロナウイルス

感染予防対策ガイドライン（令和２年５月１４日（令和２年１２月２４日改訂

版））」等の周知徹底等について、地方公共団体あてに通知するとともに、建設業

者団体等あてに送付したとの連絡がありましたので、お知らせいたします。 

本件については、日行連会員サイトにて周知いたしますが、各単位会におかれ

ましては、会員への周知徹底につきご協力くださいますようお願いいたします。 

 

【別添】 

・新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対

応について（令和３年１月７日・国土交通省） 

 

 

以 上 


